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｜
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序
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、

名
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二
、
土
地
所
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〈
出
回
削
凶

w

〈
己
目
Z
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w
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序

ー

ー

問

題

の

所

在

西
欧
中
世
王
権
の
最
も
主
た
る
権
力
源
の
一
つ
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る

《
門
出
。
ヨ
釦

E
o
g苫
－
》
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
真
に
当
然
で
あ
る

と
云
え
よ
う
。
諸
王
の
権
威
・
権
力
の
性
格
を
如
何
に
規
定
し
よ
う
と
も
、
彼
等
の
直
接
的
な
足
が
か
り
は
、
法
的
に
も
、
社
会
的
に
も
、
経

済
的
に
も
、

ζ

乙
に
存
し
た
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ぺ

l
朝
の
場
合
に
も
、

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
l
ギ
ュ
ス
ト
以
後
、
王
が
フ

初
期
カ
ペ

l
王
朝
の
り
0
5巴
5
同
ミ
包

（上）



初
期
カ
ペ

l
王
朝
の

U
o
g田
宮
町
河

OM画一戸

（上）

ー

ラ
ン
ス
内
部
は
も
と
よ
り
、
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
の
諸
王
や
皇
帝
に
対
し
て
、
叉
教
皇
に
対
し
て
す
ら
も
優
越
性
を
示
し
得
た
十
三
世
紀
に
お

い
て
、
之
は
正
し
く
王
権
力
を
裏
ず
け
る
に
足
る
、
明
確
な
容
在
を
確
立
し
た
と
云
え
よ
う
。

恥、

8
8
a
o
齢
の
成
立
、
更
に
そ
の
不
可
変
性

G
E
E
S
E－
山
件
。
）
原
則
の
確
b
な
ど
は
、
そ
の
指
標
た
る
に
充
分
で
あ
る
。

即
ち
パ
イ
ィ
を
中
核
と
す
る
官
僚
組
織
の
完

し
か
し
な

が
ら
、
十
二
世
紀
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
初
期
カ
ぺ

l
諸
王
（

F
g
H
M
2
5ぽ
富
。

8
E
8
9
8叶
｜
ロ
∞
。
・
）
の
時
期
の
《
仏

O
B巳
5

8苫
】
》

を
、
我
々
は
之
と
同
一
範
曙
に
お
い
て
論
じ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
ま
た
ま
十
一
・
十
二
世
紀
が
、
そ
の
社
会
の
す
べ
て
の
面
に
わ
た
っ
て
、

諸
変
革
が
進
行
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
知
る
際
に
、
初
期
カ
ぺ

l
朝
の
《
皆
目
旦
ロ

0
8可
包
》
は
、
王
権
そ
の
も
の
の
変
質
過
程
と

そ
れ
自
体
独
立
し
た
研
究
対
象
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

当
・
冨
・

2
0項
目
巴
M

の
業
績
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

市
し
て
、

そ
の
課
題
を
一
応
果
し
た
も
の
と
し
て
、

不
可
分
の
も
の
と
し
て
、

そ
し
て
彼
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「ュ

l
グ
・
カ
ぺ

l
登
極
の
際
の

a
g
色
OBM岡山ロ
g
a
o
z
n
o
d
gロロ
ω
の
範
囲
如
何
。
如
何
な
る
所
有
を
、

乙
の
王
は
乙
れ
に
加
え
た
か
。
如
何
に
し
て
、
叉
如
何
な
る
手
段

こ
れ
ら
の
含
一
自
色
ロ

g
は
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
l
ギ
ュ
ス
ト
治
下
に
い
た
る
ま
で
、
専
ら
増
加
し
た
か
。
」
と
い
う
問
題
は
、

七
入
三
年
ア
カ
デ
ミ
ー
の
懸
賞
論
文
募
集
以
来
、
充
分
に
は
解
明
さ
れ
た
こ
と
の
泣
い
課
題
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

に
よ
っ
て
、

zod『
自
由
ロ
の
研
究
が
多
く
の
反
響
を
呼
ん
だ
の
は
、
彼
が
《

ao虫
色
白

0
8
3－
》
、
特
に
い
わ
ゆ
る
《
色

O
B巴ロ
o
z
s
s》
に
与
え
た

定
義
に
よ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
十
一
・
二
世
紀
の
人
々
の
《

aog包ロ
o》
概
念
は
、
何
等
領
域
的
な
も
の
を
含
ま
ず
、
「
王
が
土
地
、
人
及
び

交
易
に
つ
き
保
有
す
る
諸
権
利
の
綜
体

Q
8
2
5
E
o
a
g
骨
O宮
〉
」
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
乙
の
定
義
は
、
従
来
何
等
か
の
形
で
領
域
性

を
予
想
し
て
い
た
歴
史
家
た
ち
に
正
面
か
ら
相
反
し
、
叉
そ
の
故
に
、
方
法
論
上
様
々
な
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
る
が
、
彼
自
身
が
直
接
の
対

象
と
し
た
の
は

P
盟
問
。
宮
の
定
識
で
あ
っ
た
。
後
者
に
よ
れ
ば
《
皆
目
色
ロ

O
B可
包
》
と
は
、
「
王
が
其
処
に
裁
判
権

C
E
S
S）
を
行

使
す
る
土
地
の
｜
｜
或
は
領
域
の
1
1綜
体
」
会

g
g
R
g
o
p－－－－－－
g
g耳
目
安
】
同
円
。
印
臼
ロ
ユ

2
0
5
r
m・
－
－
・
）
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

裁
判
権
は
骨
0
日
同
白
円
。
官
民

g闘
の
中
で
最
も
本
質
的
な
も
の
と
み
な
し
得
る
し
、
叉
王
が
旧

i
n
R
E
を
手
放
す
際
に
、

し
ば
し
ば
裁
判
権



au 

の
み
を
保
留
す
る
例
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
れ
が
υ

従
っ
て
王
の
直
接
所
有
し
な
い
土
地
で
も
、
《
円
四
。
B
白
山
口
巾
》
に
含
ま
れ
得
る
の
で
あ
る
。

Z
巾
」
司
自
由
ロ
は
之
を
、

当
時
の
諸
概
念
・
諸
現
象
の
多
様
性
を
無
視
し
た
単
純
論
で
あ
る
と
評
し
た
。
更
に

E
W
Z
が
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
一

世
は
本
源
的
な
裁
判
権
（
r
a
g－
仲
℃
乱
B
o
a－m－
P
E
a
w
o）
は
殆
ん
ど
手
放
さ
ず
、

る
玉
権
力
を
減
少
せ
し
め
な
か
っ
九
」
と
結
論
ず
け
た
点
に
関
し
て
も
、

授
封
に
よ
っ
て
、

そ
の
色
。
目
白
山
口
巾
に
お
け

「
カ
ぺ

l
諸
王
が
そ
の
存
在
を

感
知
せ
し
め
る
に
い
た
っ
た
所
以
は
、
決
し
て
仏
O
E
m
g
u－
な
裁
判
権
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
王
の
裁
判
権
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
」

彼
は
す
る
ど
い
批
判
を
あ
び
せ
た
。

此
処
に
お
い
て
、
彼
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
る
、
《
色
。
一
目
白
山
口
市
》
と
《
旬
。
C40町
》
の
峻
別
と
い
う
原
則
が
か
え
り
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
こ
の
事
は
同
時
に
、
す
べ
て
の

S
S
E－
な
要
素
、
《
岱
丘
》
的
要
素
を
対
象
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
原
則
を
も
招
来
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。こ

の
線
に
そ
っ
て
、
特
に

Z
2司
自
由
ロ
が
批
判
の
対
象
と
し
て
い
る

ωは
〉
・
F
ロ
の
吋
E

E
の
古
典
的
業
績
で
あ
る
。

ド
ロ
の
げ
曲
目
黒
w

に

m
O
Z
4
0
5
E
た
る
王
は
同
時
に

mgN一巾
E
E
で

あ

っ

た

。

そ

の

℃

OZ40可
は
、

由。ロ，司叩
E
E
と
し
て
の
属
性
に
帰
属
す
る
。
《
円
四
O虫
色
ロ
刊
》
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
得
な
い
。
か
か
る
観
点
は
、
－
2
骨
O広
田
円
o
u
E
C
F
－2

よ
れ
ば
、

し
か
し
な
が
ら
、

す
べ
て
最
後
的
に
は
王
の

円四円。』仲間白色ぬロ叩ロユ
mHMMnL冊
目
号
。
比
白
色
OBωEmwZM
の
混
同
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て

ω
O
C
2
2
E
a
b
k
吸
収
さ
れ
た
と
説
く
』
－

E
担任

の
見
解
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
と
見
る
べ
司
き
で
あ
ろ
う
。
而
も
他
面
、
彼
等
の
何
れ
も
が
、
一
応
王
の
直
接
支
配
下
に
あ
る
も
の
と
、

訟
o
E－
な
も
の
と
を
区
別
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
極
言
す
れ
ば
、
《
a
o
B
m
E四
》
と
《
白
色
》
と
を
同
時
に
考
察

の
対
象
と
し
た
の
は
、

そ
れ
ら
が
と
も
に
王
の
収
入
源
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
と
も
云
え
よ
う
ο

g
g広
が
そ
の
ま
ま
、

の
支
配
権
が

B
E
E－
と
規
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
ヲ
向
。
た
し
か
に
、

こ
の
際
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、

王
の
直
轄
下
に
置
か
れ
た
場
合
、

叉
は
《
仏
o
g即日ロ
o》
そ
の
も
の
に
対
す
る
王

ユ
l
グ
・
カ
ぺ

l
以
来
の

g
B広
獲
得
併
合
が
、
少
な
ら
ぬ
意
味
を
持

つ
点
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
最
初
期
の
司
馬
区
田
を
は
じ
め
と
す
る
の
町
営

E
F
古
ロ
の
巾
円

E
F
見町田
H
回目】

0
2・
呂
田
骨

F
Oユ
宮
ロ
ロ
田
町
田

初
期
カ
ベ

l
王
朝
の

U
D
E包
話
回
N
O
百戸

（上）



初
期
カ
ベ

l
王
朝
の

U
o
s
a
p四
何
C
M話
戸
（
上
）m

M

m

掲

謁

等
の
一
群
、
ア
ン
リ
l
一
世
時
代
の

F
E
（
呂
田
）
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
治
下
の
の
笠
宮
色
白

2
0
8）
・
。

R
E叩（
H
S
5・
〈

a
E
（H。誹
y

沼

田

Oロ
括

2
2
E
H）
等
の
併
合
は
、
著
し
く
《
色
O
B
m
M
5》
を
拡
大
し
、
強
佑
し
た
で
あ
ろ
う
。

四

し
か
し
な
が
ら
、
之
等
が
カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
の

g自由
g
z
m
の
有
し
た
行
政
管
区
と
し
て
の
領
域
的
意
味
を
つ
と
に
失
っ
て
い
る
事
が
明
白
で
あ
り
、

カ
ぺ

l
家
の
手
に
入
っ
て
か
ら
も
、
絶

え
ず
贈
与
・
移
転
・
分
割
の
対
象
と
な
っ
た
事
を
、

文
書
類
が
明
証
し
て
い
る
以
上
、

そ
の
名
の
故
に
領
域
性
を
前
提
と
し
て
重
視
す
る
事

市
し
て
乙
の
際
、

建
的
諸
関
係
は
一
括
し
て
、
別
個
の
問
題
に
還
元
し
得
る
と
考
え
た
り

叉
之
等
に
対
す
る
王
の
支
配
に

か
。
乙
の
点
を
我
々
は

Z
2
5
8
と
共
に
疑
わ
ね
ば
な
ら
な
川
。

は
、
果
し
て
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

g
g
g
H
と
い
う
形
容
詞
を
冠
す
る
事
は
、

果
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う

乙
の
語
の
使
用
法
の
混
乱
を
指
摘
す
る
と
共
に
、
封

の
- －「

つ十
で三
あ世
る紀
己30以

前
の
時
期
を
通
じ
て
の

乙
の

a
o
s
aロ
o
t
T正
雄
慨
に
決
定
す
る
こ
と
は
、

歴
史
家
に
課
せ
ら
れ
得
る
最
も
困
難
な
努
力

何
と
な
れ
ば
我
々
が
そ
の
内
容
を
う
か
が
い
得
る
唯
一

の
史
料
は
、

対
象
物
が
贈
与
譲
渡
さ
れ
る
か
（
色
O
E
H
Z
P

。。ロ

g白
色
。
ロ
）
、
或
は
、
第
三
者
又
は
過
去
の
同
様
な
法
行
為
を
確
認
す
る
（

g
丘町
B
E宮
田
）
す
る
場
合
に
の
み
発
せ
ら
れ
る
王
の
文
書

（の

E
－吋
H
o
p
e

－o自
叩
印
）
に
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
h
o
換
言
す
れ
ば
、
我
々
が
《
色
O
B巴
5
8崎
弘
》
の
何
等
か
の
部
分
の
存
在
を
知

り
得
る
時
は
、
正
に
そ
の
瞬
間
に
こ
の
部
分
は
王
の
手
か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
定
義
が
、
何
れ
の
場
合
に
も
《
疋
ロ
g
B
E叩

色
。
：
・
・
》
と
云
う
語
で
始
ま
る
点
に
端
的
に
う
か
が
い
得
る
よ
う
に
、
何
等
か
の
領
域
性
が
仮
に
前
提
し
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
極
度
に
分

解
分
散
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
云
う
点
で
あ
る
。
之
等
の
障
碍
が
乙
の
分
野
の
統
一
的
観
点
及
び
一
致
し
た
見
解
を
生
み
出
す
妨
げ
に
な
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
而
も
他
方
、
少
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
学
説
史
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
と
す
る
範
囲
は
、
上
述
の

如
く
大
差
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
旬
。

Z
2
5
8
も
、
そ
の
定
載
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
所
有
の
部
分
を
認
め
る
に
菩
か
で
は
な
句
。

他
方
、
研
究
史
の
何
れ
の
部
分
も
、
ュ

l
グ
・
カ
ペ

I
以
後
二
世
紀
問
、
殆
ん
ど
質
的
に
は
変
佑
の
な
い
《

es巴
S
E
E－
－
》
を
想
定
し
て

u

お

い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
一
般
的
な
性
格
は
、
《
印
。
紅
白
o
g
門
戸
刊
》
と
規
定
す
る
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し



な
が
ら
、
十
一
・
二
世
紀
と
い
う
「
大
変
貌
」
拡
に
、
即
ち
人
口
増
加
や
生
産
手
段
の
改
善
等
に
よ
っ
て
、
的
冊
目
肉
ロ

2
円同
O
ロ巳

2
が
白
色

m
5
5

2
ロ
曲
目
角
に
変
質
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
時
期
を
、
通
じ
て
、
《
色
。
自
白
山
口
巾

8
3－
》
の
み
が
一
貫
し
た
性
格
を
示
す
と
い
う
事
、
換
言
す
れ

ぱ
時
聞
の
経
過
に
よ
る
変
質
の
過
程
を
止
揚
し
て
、

れ
な
い
o
F吏
H
F
m
岡山円。は、

一
義
的
に
の
み
之
を
定
義
す
る
と
い
う
方
法
自
体
は
、
決
し
て
妥
当
な
も
の
と
は
考
え
ら

ほ
ぼ
ル
イ
六
世
治
下
に
、
《
仏
O
B白
宮
内
》
が
集
中
さ
れ
る
過
程
を
指
摘
し
む
。
し
か
し
之
は
、

王
権
の
側
か
ら
、

こ
の
時
期
に
カ
ペ

l
王
権
が
カ
ロ
リ
ン
ガ
王
権
の
擬
態
を
排
し
、

よ
り
身
近
か
な
も
の
に
足
が
か
り
を
求
め
た
結
果
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

Z
2司
g
m
w
ロ
も
、
之
が
V
O
日
目
河
の
方
向
に
主
と
し
て
伸
張
す
る
傾
向
を
、

ら
顕
著
に
な
っ
た
事
実
を
指
摘
す
る
的
、
之
等
は
何
れ
も
、
《
E
B
m
E
m》
の
量
的
変
化
を
示
す
も
の
で
、

叉

F
oロ関口
O
ロ
と
共
に
パ
リ
中
心
主
義
が
、

一
一
二

0
年
代
か

質
的
変
化
の
解
明
に
資
す
る
も
の

で
は
な
い
。

此
処
で
注
目
す
べ
さ
は
、
し
『
・
i
司－

v
m
g
mユ
m
E
2
等
に
よ
っ
て
典
型
的
に
把
握
さ
れ
い
川
、
十
・
十
一
世
紀
の
唱
釦
mzm
解
体
に
伴
う

一
連
の
変
質
現
象
で
あ
る
。

カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
の
弘
吉
山

zammロ巾ロ印
の
分
散
は
、

先
ず
同
区
間
門
一
口
白
又
は
数
回
】
釦
間
門
戸
に
よ
る
℃
江
口
巳
℃
2M広

Z
R
X
o
E
m
Z
形
成
の
段
階
を
へ
て
、

十
世
紀
未
か
ら
十
一
世
紀
初
に
か
け
て
域
（
島
公

g
c凶
同
O
ユ
白
）
を
中
心
と
す
る
《
の
何
回
洋
品
－

Z
E
Z
V

の
形
成
を
結
果
せ
し
め
、
之
等
は
「
封
建
制
の
第
二
眉
」
を
な
す
に
い
た
弘
。
か
か
る
従
来
の
そ
れ
と
は
異
質
な
領
域
性
を
有
す
る
宮
山
関
口

2
丘四

の
《
－
自
白
骨
0
日
付
白
白
色
関
口
巾
ロ
ユ
m
w
H
M
M
》
を
あ
ら
わ
す
語
、

《

g
E
5
E仏
0

・
8
5
5
2門出口
2
》
は
、

十
一
世
紀
初
か
ら
、

除
々
に

日5
2
z
E
E白
文
書
に
と
っ
て
代
っ
た
。
す
で
に
骨

az
広阿国司ロ
g
印

を
吸
収
し
て
い
た

E
M
g
z
E
E凹

の
発
展
し
た
結
果
で
あ
る

《

8
5
5
Z色
。
》
は
、
命
令
権
（

gロ
ロ
ロ
ヨ
）
、
執
行
権
（
仏
政
E
n
t
o）
、
更
に
誘
拐
（

E
℃
吉
印
）
窃
盗
（
苫
ユ
z
g）
放
火
（
E
g
E
E
B）

殺
人
（
F
O
B
W
E
E
B）
の
四
重
犯
に
対
す
る
裁
判
権

1
2ユ
”
を
、

他
の
裁
判
権
や
そ
の
他
の
諸
権
利
を
｜
｜
認
可
ロ

2
門
戸
包
で
あ
れ

円
四

O
E
g
g－
で
あ
れ

l
l包
含
す
る
が
故
に
、
「
そ
れ
奇
所
有
す
る
者
に
対
し
て
、
政
治
上
、
軍
事
上
、

す
る
。
」

裁
判
上
、

経
済
上
の
諸
権
利
を
賦
与

初
期
カ
ベ

l
王
朝
の
り
。
ョ
田
山
口
m
m
O
B
－
（上）

五



初
期
カ
ペ

l
王
朝
の
り
0
5
2ロ
而
河

O
E
－
（上）

_,_ 
J、、

こ
の
白
色
関
口

g『
目
。
概
念
は
、。

間
的
把
握
を
補
う
か
に
見
え
る
。
特
に
著
し
く
相
対
立
す
る

Z
2司
B
同
ロ
の
「
諸
権
利
の
綜
体
」
と
い
う
定
義
と
、

一
見
し
て
従
来
の
《
含
B
巴

5
5
3－
》
研
究
に
欠
け
て
い
た
も
の
、
即
ち
そ
の
対
象
の
立
体
的
把
握
と
時

E
W
Yゅ
の
「
王
が
裁
判

権
を
行
使
す
る
土
地
l
l或
は
領
域
l
！
の
綜
体
」
と
い
う
定
義
を
、
止
場
す
る
場
と
し
て
、
最
も
適
合
性
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

概
念
は
叉
、
。
F
l
H
W
・
可
。
吋
門
戸
ロ
が

F
O
R
Eロ
o
に
つ
い
て
析
出
し
た
概
念
に
も
対
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
「
命
令
し
、
拘
束
し
、

E
罰
す

る
権
利
」
弘
司
O
芹
仏
刊

σ
g－
σmwロロ
5
を
中
核
と
し
、
そ
れ
を
「
支
配
の
驚
く
べ
き
手
段
」
と
し
て
、

由巳
m
D
2
2
に
宮
町
関
口
町
ロ
ユ

g
経
営

を
極
限
ま
で
お
し
進
め
る
乙
と
を
許
す
こ
と
に
よ
り
成
立
し
た
領
域
経
営
、
或
は
支
配
、
《
白
色
ぬ
ロ

2
丘町

E
E
－

M
》
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
研
究
の
容
在
は
、
我
々
に
白
色
飼
ロ

2
己
申
と
し
て
の
《
仏
O
B包
ロ

0
5
3
j】
》
の
再
考
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。

い
て
、
冨
仙
の
O
別
に
つ
い
て
、
或
は
H
M
O
円同門出・

Z
2
5
8仏
引
等
に
つ
い
て
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
如
上
の
把
握
は
、

F
O吋
円
白
山
口
叩
に
つ

果
し
て

《
仏
O
B白山口。

円
。
苫
ー
戸
》
に
つ
い
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
司
巾
吋
門
戸
口
の

V
同
ロ
凹

amロ
叩
口
氏
ωて
す
ぐ
れ
て
ド
イ
ツ
的
な
「
罰
令
権
」
の
前
提
が
、

諸
語
の
解
釈
と
と
も
に
、
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
史
に
、
相
当
大
胆
な
変
革
を
詰
み
た
も
の
と
考
え
る
際
に
、
そ
れ
を

2
2可

B
S
を
越
え

て
一
般
佑
す
る
た
め
に
は
、
細
心
の
準
備
が
要
求
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

他
の

フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
（
H
o
g
－ロ
g）
の
文
書
を
中
心
と
す
る
《
仏
O
B巴
5
g
M
S】
》
の
構
成
及
び
支
配
の

分
析
で
あ
る
。
乙
の
選
畑
山
は
第
一
に
史
料
上
の
制
約
に
よ
る
。
し
か
し
乍
ら
よ
り
積
極
的
に
は
、

F
O
B
Rぽ
E
2
等
が
上
述
の
如
く
、

以
下
本
稿
の
対
象
と
す
る
所
は
、

主
と

し
て
十
一
世
紀
前
半
に
変
質
の
過
程
を
求
め
た
以
上
、
当
然
十
一
世
紀
後
半
か
ら
十
二
世
紀
初
の
期
闘
を
し
め
る
こ
の
玉
の
治
世
に
、
そ
れ
等

の
諸
結
果
が
あ
ら
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
に
課
題
は

Z
白
羽
目

g
の
い
わ
ゆ
る
《
仏
O
B
m宮町

E
E
5》
に
限
定
せ

ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
量
的
な
究
明
は
そ
れ
が
王
権
そ
の
も
の
と
か
か
わ
り
あ
い
を
有
す
る
限
り
、
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
史
料
の
性
格
上

不
可
能
で
あ
る
し
、
叉

2
2司
自
問
ロ
自
身
に
よ
っ
て
、
現
状
で
望
み
得
る
限
り
果
さ
れ
て
い
る
。
叉
い
わ
ゆ
る
《
仏
O
自
由
古
巾
ふ
R
H
r
s
a
s
z
m》

及
び
封
建
制
と
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
之
を
別
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
と
思
う
。
更
に
叉
此
処
に
と
り
あ
げ
る
支
配
に
と
っ
て
、
人
的
諸
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行
）
叢
書
申
、
既
刊
の
も
の
は
カ
ペ
1
朝
に
関
し
て
は
註
2
、
m
m
k
挙

げ
た
ヨ
ュ
－
6
3
1〉口問ロ帥
g
の
河
内
wnzoロ
仏
g
R
Z血
を
除
け
ば
、

冨・阿
M
E
E
W
H
N
0
2
0巳
己
O

印刷
w
n
z
m
皆
同
V
E
E
B
o
T
Y

河口日色。

司

B
R
O
W
H
u
g－
の
み
で
あ
る
。
他
に
之
に
比
す
べ
き
厳
密
正
確
な
史

第

一

章

所

有

一
、
名

称、

F
g
n
y巴
円
。
及
び

zod『ヨ
ωロ
に
よ
っ
て
《
色
。
自
即
日
ロ
o》
を
指
示
す
る
と
考
え
ら
れ
た
語
は
《
民
加
の

5
》
及
び
《
色
O
B
E
E
B》
で
あ
る
。

料
集
成
が
見
当
ら
ぬ
故
、
一
応
之
を
根
本
と
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。

従
っ
て
参
照
文
献
も
差
当
り
は

ZO君ヨ
g－
E
W
Z
（
以
下
乙
の
ま

ま
記
す
）

K
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
尚
考
察
の
場
を
限
定
し
厳

密
化
す
る
必
要
上
、
他
の
年
代
記
類
は
木
梢
で
は
利
用
を
避
け
た
。

フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
の
諸
文
書
中
に
見
ら
れ
る
《

2
8
5》
は
、

（
g丘
町
B
丘町
O
ロ
印
）
の
末
尾
に
、

而
し
て
カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
で
一
般
的
で
あ
っ
た
《

m
R
5》
は
次
第
に
減
少
し
て
、
ア
ン
リ
一
世
を
も
っ
て
ほ
ぼ
終
り
、
《
門
田
o
g
E
E
B》
が

代
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
そ
の
本
来
の
意
味
を
失
い
、
贈
与
叉
は
確
認
文
書

当
該
文
書
の
規
定
が
犯
さ
れ
た
際
の
罰
金
（
収
入
）
と
し
て
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
。
記
載
例
の
み
に
つ

い
て
見
れ
ば
、
若
干
の
例
外
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
シ
ャ
ル
ル
禿
頭
王
以
来
の
吉
岡
g
z
E
g
m
の
確
認
や
、
ル
イ
敬
慶
王
の
そ
れ
の
確
認
の
場
合

に
は
カ
ロ
リ
ン
ガ
朝
の
文
書
が
そ
の
ま
ま
転
写
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
他
の
諸
例
も
確
認
文
書
で
、
辛
じ
て
十
一
世
紀
後
半
に
お
け
る
そ
の

語
の
《
色
。
B
包
ロ
叩
》
と
し
て
の
意
味
を
現
実
に
残
し
て
い
る
も
の
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
市
し
て
そ
れ
が

Z
Zロ
o
z
B
を
対
象
と
し
て
い
る

点
は
、
逆
に
件
。
－
o
ロ
ogHHH
が
カ
ロ
リ
ン
ガ
時
代
の
仏
吋
O
四
件
印
芯
向
丘
町
ロ
印
か
ら
直
接
発
し
た
事
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

《
仏
O
B
E
E
S》
の
場
合
、

確
認
文
書
中
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
土
地
そ
の
も
の
、

叉
は
土
地
に
属
し
た
所
有
で
あ
る
の
と
同
様
に
、

は
何
れ
も
寄
進
贈
与
文
書
で
、

得
た
。
之
に
よ
っ
て
み
て
も
、
《
色
O
B
E
E
S》
は
土
地
を
基
礎
と
し
て
居
り
、

《門同
O
S
E
E
B
ロ
O白
神
宮
日
》
と
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
土
地
所
有
そ
の
も
の
、
或
は
之
と
密
接
せ
る
諸
権
利
を
意
味
す
る
。
市
も
之
等

そ
れ
ま
で
直
接
王
の
手
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

市
し
て
王
は
そ
の
上
に
担
保
守
田
E
B
Oロ
E
S）
を
設
定
し

且
そ
れ
を
制
約
な
し
に
処
分
し
得
た
も
の
と
考
え
る
べ
、
き
で

あ
ろ
う
o
F
c
n
E
m
w即
日
は
風
車
（
日
。
－
2
丘
E
E出
）
が
単
独
で
仏

O
B
E
E
S
に
属
し
て
い
た
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
語
の
用
法
と
し
て

初
期
カ
ペ
l
王
朝
の
り
O
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足
一
何
C
U
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の
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（上）

問
問

を
構
築
せ
ぬ
こ
と
、
パ
リ
か
ら
通
ず
る
公
道
守
山
田
－

uczwと
を
そ

の
ま
ま
保
全
し
、
修
道
院
に
属
す
る
道
を
耕
地
（
同
m
ユ2
－Z
E）
に

変
え
て
貧
窮
者
に
利
用
せ
し
む
べ
き
こ
と
等
を
命
じ
て
い
る
が
、
恐
ら

く
王
と
修
道
院
と
の
閲
の
、
交
換
条
件
に
基
く
特
殊
例
と
組
像
す
べ
き

で
あ
ろ
う
o

u、
例
え
ば

MMSF
ロ
．
。
巳
〈
w

同》・
ω
∞∞
w

削

W
J
H
g・《：・
2
0
S
5
5

同

V
E広
曲
目

3
5骨
Bonn
－om同

OGEO
苫
宣
言
、
e
E
O
B寸
：
》
・

二

、

土

地

所

有

以
上
の
如
く
し
て
、

。。

B
E
E
S
の
最
も
本
質
的
な
部
分
が
土
地
所
有
に
依
拠
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
以
上
、
我
々
は
先
ず
こ
の
範
鴎

に
属
す
る
諸
語
の
検
討
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
考
察
の
土
台
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
繁
を
い
と
わ
ず
、
寄

進
贈
与
文
書
に
限
り
、
列
挙
す
る
こ
と
に
す
る
。

」可口－州
wu

」ユ－－
z－ω・

「
パ
リ
の
宮
一
m
g
内
に
位
置
す
る
、
。
ロ
円
宮
白
山

O
E
B
（の

o
z
R色
g
）
と
い
う
名
の

i
z”
を
、
そ
れ
に
附
随
す
る
す
べ
て
の

g
g
ω

即
ち
当
該

i
－Z
に
属
す
る
ハ
す
べ
て
の
〕
附
属
物
（

3
S
E
E－白）

と
共
に
・
・
・
・
ハ
聖
ド
ニ
修
道
院
に
〕
与
え
、

の
朕
に
属
し
て
い
た

i
n
R
E
と
他
の

g
ロ白

5
Z門
出
ロ
叩
加
を
、
同
様
に
・
・
・
・
上
記
修
道
院
に
与
え
る
。
・
・
・
・
」

而
し
て
上
記

i
口問

JI 

「同

E
丘
町
民
の
ロ
ユ
巾
旨
（
問
。
口
内
EOOC吋
仲
）
と
い
う
名
の

i
口
”
を
、
永
遠
に
保
持
す
べ
く
当
該
教
会
（
ωmw吉伸
l
Z目
。
包
括
仏
佃
河
包
ヨ
帥
）

に
渡
す

O
B
M
W
5
5
E
a
o
g吉山
g
Z印
を
、
教
会
を
、

8
3
7ぞ
、
水
及
び

B
o－g
向
田
町
ロ
ロ
ヨ
を
こ
め
て
河
流
を
、

附
属
す
る
も
の
す
べ
て
を
与
え
る
。
」

そ
の
上
当
該

i
＝
”
に

][ 

「
聖
〈
日

B
E－－M
印

聖
の

2
8
8己
回
の
（
ω包
ロ
？
の

R
B
m
E
I仏
gIHV5臼
の
）
司
教
参
事
会
員
（

8
8
0
E）
に
、
パ
リ
市
城
壁
の
附

近
に
位
置
し
、
朕
の
権
利
ハ
に
属
す
る
U

切
ωロ
E
o
E目（切印刷川口
2
M）
と
呼
ば
れ
る

1
－E
を
、
父
（
ア
ン
リ
一
世
）
が
権
利
に
基
き
静
か
に

保
持
せ
る
如
く
、
す
べ
て
の
収
入
（
円
o
a
R
5
5）
と

。。ロ印cmCM円四日ロ叩印

と
共
に
、
与
え
た
。
但
し
凡
て
の
附
属
物
（
若
宮
ロ
門
富
山
町
田
）
と
共



s
 

に
で
は
な
い
。
」

百

「
朕
の
ぐ
三
回
、
た
る
の
2
H】巾山
O

（
の
芯
℃
可
）
に
隣
す
る
、
朕
の

g－Z
帥
か
ら
・
・
・
・
L

V 

「
よ
っ
て
朕
は
こ
の
教
会
（
ω巳
E
l
F
R巾司

mcσ
。目的仏叩

F
曲
目
関
口
ゆ
）
を
、
祭
壇
及
び
大
小
仏
叩
の
目
白
”
を
、
叉
朕
の
℃
吋
O
H
百
円
宮
で
あ

っ
た
ぐ
巳
仰
を
、

そ
の
一
切
の
吉
丸
山
t
m
及
び
す
べ
て

4
E”
に
附
属
せ
る
も
の
と
と
も
に
、

上
記
修
道
士
及
び
そ
の
後
継
者
達
（
ド
回

ω
2
4？
冨
と
2
5）
に
寄
進
。
・
・
・
・
如
何
な
る
官
加
も
、
如
何
な
る
号
g
E旦山
O
も
、
如
何
な
る

gヨ
色
白
も
、

よ
っ
て
保
留
さ
れ
ず
。
・
・
・
・
」

H

「
土
地
（
仲
町
三
と
を
、
即
ち
ハ
朕
の
U

H
）
芯
え
v

け
〔
た
り
し
U

F

O

が、

朕
及
び
朕
の
後
継
者
に

教
会
（

ω回
目
ロ
ヤ
ヨ
ロ

g
E
門田町

ω
g－
目
的
）
の
か
た
わ
ら
に
所
有

せ
る
そ
れ
を
、

か
ま
ど
（

E
g
g
B）
と
土
地
が
も
た
ら
す
べ
き
す
べ
て
の

g
ロ印ロ

n
Z仏
宮
市
印
と
共
に
こ
の
贈
与
か
ら
支
払
わ
る
べ
き
も
の

を
、
か
つ
て
当
該
場
所
（
日

2
5）
に
朕
が
所
有
せ
る
九

F
S
E
Z白
を
一
切
の

8
5
5
Z含
と
と
も
に
、
金
納

2
5
5
中
三
リ
l
ブ
ル

を

・・の
Z
J
1

己
目
的
と
呼
ば
れ
る
色
口
”
に
あ
る
一

g
o－g
邑
E
B
を
、
宮
邸
ロ
白
目
。
ロ
払
伺
回
目
白
」
己
目
と
呼
ば
れ
る
一
乱
ロ
”
を
。

回】
O
E
C
S
を
、
但
し
弦
今
何
人
か
に
苦
情
な
き
限
り
、

ラ
ン
の

丹市叶円安

E
Z
B
に
あ
る
の

ZHU冊目白（ハリ円。℃
M
1

）
と
呼
ば
れ
る

i
－Z
に
あ
る
一

す
Jミ

て
の

。。ロ
2
2
C門出口

g
を
、
聖
ヴ
ァ
ン
サ
ン
と
そ
の
司
教
会
員
（

gロ
o
E巳
）
に
譲
渡
す
る
。

朕
フ
イ
リ
ッ
プ
ス
は
・
・
・
・
向
上
聖
ヴ
ァ
ン
サ
ン
の
司
教
会
員
か
ら
、

十
リ
l
ブ
ル
を
借
用
し
た
。

よ
っ
て
彼
等
に
回
国
吋
ぴ
巾
江
田

2
帥

（切
ω吾
作
江
叩
）
と
呼
ば
れ
る
朕
の

J
A
－－
E
”
を
、
担
保
守
包
－
g
oロ
吉
田
）
と
し
て
下
記
の
条
件
に
よ
り
譲
渡
す
る
。
即
ち
朕
が
上
記
リ
l
ブ

ル
を
、
「
最
後
の
一
コ
ラ
ン
ト
に
い
た
る
ま
で
」
司
教
会
員
に
返
還
し
て
し
ま
わ
な
い
限
り
は
、

乙
の
・
1
－
z－
”
を
、

そ
れ
に
附
属
す
る
一
切

と
と
も
に
、
〔
聖
ヴ
ァ
ン
サ
ン
と
そ
の
司
教
会
員
が
U

静
穏
に
保
持
、
所
有
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
す
べ
て
を
朕
が
返
債
し
た
際
に
は
、

こ
の

担
保
は
、
か
つ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
朕
の
仏
O
B
E
E
B
に
か
え
る
。
・
・
・
・
」

以
上
が
ほ
ぼ
確
実
に
フ
イ
リ
ッ
プ
一
世
の
手
に
属
し
、

或
は
そ
の
手
か
ら
離
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

i
－E
で
あ
る
。

そ
の
他

E
K
Y四
は

初
期
カ
ペ

l
王
朝
の
り

o
g巳
5
河
口
百
戸

（上）

四
五



初
期
カ
ベ

i
王
朝
の
り
0
5巴
5
m
o
E－
（
上
）

冨

ωロ曲目
O
E－－
0
1ロ州
W
R
E仰
を
掲
げ
る
い
別
、
こ
の
文
書
は
、

阿
六

そ
れ
以
前
の
諸
王
の

Z
O同5
1
0曲
目
。
母

P
比
白
血
可
に
対
す
る
寄
進
の
確
認
で

の
存
在
は
以
上
六
例
に
留
り
、

あ
り
、
通
称
を
冨
g
E
H
l－m1HNo－
と
云
う
所
か
ら
し
て
も
、

i
－－
m
2
m
U
は
す
で
に
意
味
を
失
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
乱
口
同

し
か
も
こ
の
乏
し
い

む
し
ろ
《

gqω
》
そ
の
他
の
表
現
が
次
第
に
一
般
化
し
て
来
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

（
I
）
、
或
は
水
利
権
（
漁
携
権
）
及
び

5
0－
g去
ロ

B
を
（

E
－
M
）、

諸
例
か
ら
も
、
之
等
の
分
解
過
程
を
う
か
が
い
得
る

U
即
ち

i
－E
と
そ
の
附
属
物
と
は
、
或
は

g
g
p
J
A
n
R
F
n
oロ印己巾吉門回目ロ
2
を

包
含
し
、

一
方
、

或
は
そ
の
一
部
を
保
留
さ
れ
る
（

E
）
。
叉
【

ua℃
可
か

5
8印
g

E
仏

osz－
B
Z白
を
さ
え
含

U
例
が
あ
る
（

E
）。

。。ロ
ω
z
mけロ仏
0
・

更
に
あ
る
も
の
は

ら
は
後
に
と

o
E
Z
B
が
分
離
す
る
（
町
－

M
）

を
含
み
な
が
ら
、

g耳
目
広
が
通
常
保
留
さ
れ
る
か
の
如
き
印
象
を
与
え
る
（

V
）。

』ロ曲目一－－
z
m
w

円

o
a
E昨
日
の
意
味
を
区
別
し
難
い
場
合
も
あ
る
（

I
－
E
－
M
）。

し
か
し
な
が
ら
以
上
を
通
じ
て
、

i
n
R
E
L
S
E－p

g
ロ
的
口
市
宮
内
同
OW

。巾ロ印ロ印
w

そ
の
他
の

依
然
と
し
て
土
地
所
有
と
の
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
と
、
叉
之
等
が
、
他
方
次
第
に
権
利
と
し
て
分
離
し
て
行
く
傾
向
と
を
、
同
時
に
う

8
3冊目
P
2
5
5・

s。】
S
E
Z
9
2
5
等
の
諸
権
利
は
、

か
が
い
得
る
で
ゐ
ろ
う
。

註
1
、
MUSE－口。－ア同】－
EW
由。

5
2
w
《・：

Dロ但ロ品回同国〈
2
m
S
E
E
m
o

同vR－
曲
目
回
ロ
巾
ロ
虫
色

E54
ロ
0
5
5刊
の
ロ
ユ
個
師
同
o
z
g
n
c
S
O
S
E

E
冒

noロ巴

g
z
g
〈
O
H
8
8
a
E
E
D
E哨
包
自
ロ
骨
自
〈
ロ
E
E

3
Eロ
op
－－－色

C
E吋
O
E
S－－－
uFZ』

5

2件

o
s
i－－
8

2
℃
B
a
n
s

in同
ユ
国
ヨ

ωロ曲目
Azon。ロ回口
azazo凹
SEO
凹色ロ

O帥唱。『同日目。
V
俗
図
仲

田伊ヨ－

E
R－－・
5
0
n
n－g
z
o
g買
包

E
g
g
R
E
O
Z
E
E－
V

乙
の
三
－
E

は
フ
ィ
リ
吋
ブ
一
械
の
叔
母
が
、
型
ド
ニ
と
結
ん
だ

き
ロ
可
白
血
の
債
権
の
担
保
守
主

H
g
g
z
g）
を
な
し
、
彼
女
の
意

志
K
よ
り
乙
の
賊
与
が
行
わ
れ
た
。
従
っ
て
本
〈
呂
田
の
本
来
的
な
帰

属
に
は
疑
問
が
あ
る

o
E
R
E
O
－も

Zod司
自
由
ロ
も
之
に
ふ
れ
て
い
な

い
。
尚
ζ

の

8
5
5門
口
弘
口
は
後
に
再
度
聖
ド
ニ
に
譲
渡
さ
れ
た
。

p
o
F
R
F
M内〈・唱－
H吋
HU

制

w・
5
3・《・：
o
gロ
o
s
n
oロ
mzogl

e
z
m
a
z
B
E
E
F白
S

E
三
口
曲
。
z
o
e
n伊丹
R
n
R
E
E
F

O
Z
B
g
e
g
a
m
z
o
F由
Z
B
O
E
R巳

2

8ロ
n
s
o
u
a包
包

0

・：

nozz－O
Bグ
色
色
。
E
E
R仲

間

a
g
o
－ononoロ
no含『
O
S－－－

v

2
、
p
c
F
口。

up
℃－

UHW
制

weHOE－
《
：
〈
ロ

E
S
S
E
E
O
国
＝
ロ
骨
ロ

nロ『
Z
g
u
q
B
Z
O
町
田
宮
口
弘
即
日
巴
門
田

0
5
2
n－g
ぽ

可

E
－5
5・
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初
期
カ
ペ

l
王
朝
の
り
D
吉田山口市
M
N
O
E
－

（上）

が

ωg－2
の
？
？
φ
円
5
3－
と
し
て
存
在
し
、
更
に
一

O
六
O
l六

八
年
に
開
口
色
白
の
名
が
あ
る
。
（
Q
－
F
c
n
y包
括
a

自
己
・
色
。
ω

町田仲
J

戸同》－
U
H
N
・
）
よ
っ
て

7
0
は
す
で
に
死
亡
し
、
そ
の
所
有

は
一
応
仏
O
B包
5
8吉
田
に
編
入
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。

宮山

n
Z
も

z
g
s
g
も
、
乙
の
引
用
の
前
半
部
を
認
め
て
い
な
い

が
、
そ
の
理
由
は
不
明
。

8
、
本
節
引
用
例
町
及
び
註
4
を
参
照
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
世
譲
渡
文
書
中
、

《曲目
oezg》
に
言
及
せ
る
は
、

ζ

の
筒
処
の
み
。
乙
の
存
在
は

zm毒
自
由
ロ
も
認
め
て
い
る
（
司
－
H
N
印唱え

8
）O

9
、
《
5
0
5
E
g
t
g仲間
EEρzmw弘
司

E
g
g－
》
意
味
不
明
。
マ
タ

イ
伝
五
章
二
十
六
節
の
引
用
と
推
定
0
9
8
F
目u
・
ωωHw
ロ－
N
・）

m、
司
－
W
y
o
－
－
u
－H
N
A
凶

同
八

日、
MM円

ozw
出．

u
c
F
℃・
ω少
州
ヘ
－

02H
．

口
、
吉
田

5
5
宮内凶
O
E宮山
S
E目
の
分
解
と
、
曲
。
日
間
口
2
ユωσ
卵
白
色
。
成

立
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
莞
当
り
冨
・
巴
o
n
F
T
M白
2
5
広々
g

o
a
m山口同
E
H
W

同－

MM・∞∞・帥
S
J

園切℃－
U
0
・］
F
O
H
目。．

日
、
ロ
・
冨
・
巴

D
n
y
o
u－
n
F
ア
刀
・
4
∞・

u、
乙
の
場
合
の

noロ田口忠ロ仏
D一
は
、
明
か
に

Fog国
吋
仲
間
口
問
。
吋
の
云
う

そ
れ
で
は
な
い
o
F
Z
S包
お
に
よ
れ
ば

2
ロ
P
n
F
R吋母国
3
・円。ミー

世間一タ

σ円
gmwmow

同

DEmo－
g
Z回
向
。
を
含
む
（
呂
田
仲
・

b
g
F
mグ

ア

HU・
8
l
E・
）
、
叉
Z
O耳
目

g
kよ
れ
ば

izn田氏《
y
p
g
R
5

0
仲
立

E
曲
E
N由民
O
ロ
（
意
味
不
明
）
等
を
も
含
む
、
諸
収
入
の
総
称
で

あ
る
（
匂
・
叶
1
3
8ロ
E
Z
Z品
。
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
之
等
に
つ
い
て

は
後
述
。

11 

g
q
p

－02
9
m
－az
B
W
g
g
m
g－
 

「
・
・
・
・
の
自
白
吉
刊
の
窓
口
mw

を
寄
進
・
・
・
・
」

「
オ
ル
レ
ア
ン
の

Z
R
X
2
E
B
内
の
司

oEmMMMl冨
o
z
g
に
あ
る
、
王
の
含
B
E
E
S
〔
に
属
す
る
U

そ
こ
ば
く
か
の
な
尽
仰

を
、
ロ
ロ
ロ
匂
の
教
会
に
寄
進
す
る
。
・
・
・
・
而
し
て
上
記
オ
ル
レ
ア
ン
の

g
R
E
U円
E
B
内
の
之
等
の
土
地
が
、
修
道
士
達
に
よ
っ
て
収
納
さ

れ
る
に
非
、
ざ
れ
ば
、
他
は
す
べ
て
の

g
S
5
z
e
と

S
R
t
o
か
ら
自
由
、
隔
絶
、
且
静
か
に
あ
る
べ
き
を
・
・
・
・
宣
言
す
る
。
」

E
「
而
し
て
上
記
ハ
ロ
ロ
ロ
可
の
V

修
道
士
逮
に
、
彼
等
が
修
道
院
を
造
築
す
る
に
充
分
な
だ
け
、
〈
丸
信
印
。

g
z－－
R
U
と
云
わ
れ
る
場

所
に
あ
る
朕
の
土
地
か
ら
、
所
有
す
べ
く
追
加
寄
進
す
る

0

・・・・」

][ 百

「
更
に
そ
れ
に
加
え
て
、

2
E
Zロ
（

2
0
Zロ
）
と
呼
ば
れ
る
当
該

1
－E
の
主
的
g
巳
。
の
全
部
を
、
何
回

O
回目

uxg
を
含
む
土
地
の
す

べ
て
を
、
叉
冨
包
山
口
丹
市
ロ
臼
ロ
印
（
宮

g
g白
）
の
城
の

g
Fロ
g
B
の
う
ち
貨
幣
三
十
リ

l
ブ
ル
を
・
・
・
・
贈
与
或
は
返
還
す
る
。
・
・
・
・
」



V 

「
而
し
て
彼
等
（
回

2
修
道
院
の
）
司
教
参
事
会
員
に
、

ω州
吉
の
冨
冨
耳
目
印
円

r
p
M巾目。（
Z
O門店
lumgo
宏
司
。
目
的
師
三
教
会
を
そ
れ

に
属
す
る
す
べ
て
と
と
も
に
、
叉
当
該
教
会
の
北
側
に
接
し
、
そ
の
内
に
家
屋
の
あ
る
土
地
を
、
修
道
士
遥
の
住
居
と
し
て
、
朕
の
果
樹
園
と

と
も
に
寄
進
。
・
・
・
・
更
に
冨
色

g
E印
の
教
会
を
寄
進
。
・
・
・
・
」

百

「
よ
っ
て
朕
は
彼
等
（
ω
丘三
l
E包
括
色
叩

Z
E
Z
U
E巾
l－ol〈日
2
M
の
修
道
士
）
に
、
〉
内
回
ロ
ロ
山
口
問
（
H40－
吉
巾
）
と
呼
ば
れ
る
朕
の

自－
4
m
w
e
T
、
修
道
院
の
す
べ
て
の
使
用
に
〔
供
す
べ
く
〕
、

渡
す
る
。
・
・
・
・
」

叉
彼
等
が
朕
に
請
願
し
た
、

可。ロ
Z
S
F巾
4・日（可
OEF40U1）
に
あ
る
土
地
を
譲

VIl 

「
朕
の
土
地
の
う
ち
で
、

即
ち
朕
の
内
芯
S
E
E
B
の
う
ち
、

仏

O
B己的

ロ
O
B宮
山
口
忠
（
宮
富
田
町
印
Oロ
ー
ロ
ぽ
ロ
）
、

換
言
す
れ
ば

嗣

Nos－R
E
Z印刷】
2
3
2
B（
救
貧
院
）
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
に
、
〈

2
2
2
日
8
6
g
a
g
s司
gI－2
1
5
0巳
巾
印
）
の
橋
の
ほ
と
り
の

R
U
g昨
を
与
え
る
。
・
・
・
・
朕
は
定
め
且
禁
ず
る
、
朕
の
望
者
津
で
あ
れ
、
他
の

B
E
2
8ユ
色
白
白
で
あ
れ
、
叉
他
の
如
何
な
る
人
で

あ
れ
、
上
記
の
土
地
で
何
等
か
の

g
D
2
0宮内同
O
一
を
要
求
し
或
は
課
そ
う
と
門
す
る
こ
と
〕
、
或
は
同
上
土
地
に
て

J
Z
o
r
E
U
或
は
ぎ
】

Z

を
な
さ
ん
と
す
る
こ
と
を
、
・
・
・
・
而
し
て
同
上
の
〔
一
〕

m
w
q
o
E
に
集
め
ら
れ
、
或
は
集
め
ら
る
べ
き

r
g
z
g白
は
、
そ
の
地
に
つ
い
て
、

或
は
朕
ハ
自
身
〕
に
よ
り
、
或
は
朕
の
宮
古

E
O江田－
2
に
よ
っ
て
、
或
は
他
の
何
人
か
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
朕
の
す
べ
て
の

g
5
5
z
ε

か
ら
解
放
さ
れ
、

静
か
で
あ
る
事
を
、

神
に
よ
っ
て
宣
告
す
る
。

若
し
朕
の
市
場
に
売
り
又
は
買
い
に
来
た
な
ら
ば
、
他
で
は
、

市
場
の

。
。
ロ
印
己
ぬ
一
宮
内
古
に
基
い
て
ハ
要
求
叉
は
強
請
さ
れ
る
が
如
、
き
U

何
も
の
を
も
要
求
又
は
強
請
さ
れ
ず

0

・
・
・
・
而
し
て
同
様
に
、
こ
の
救
貧
院
に
、

当
該
土
地
の
か
た
わ
ら
を
流
れ
る
河
水
を
、
彼
等
に
権
利
と
し
て
与
え
る
。
・
・
・
・
」

珊

「
土
地
を
、
即
ち
〔
朕
の
U

W
芯
忌
件
ハ
た
り
し
〕
同
4
0
が
教
会
の
か
た
わ
ら
に
所
有
せ
る
そ
れ
を
・
・
・
・
か
つ
て
当
該
場
所
に
朕
が
所
有

せ
る
九
月

MBH】
日
丹
市
的
を
す
べ
て
の
の
O
白
E
Z
g
a
o
と
と
も
に
金
納

2
ロ印

5
中
三
リ
l
ブ
ル
を
、
・
・
・
・
の
円
。

g『
と
呼
ば
れ
る
乱
ロ
仰
に
あ
る

巳
o
Eロ
B
を・・・・」

初
期
カ
ペ

l
王
朝
の
り
0
5包

s
m毛
色

（上）

四
九



初
期
カ
ペ

l
王
朝
の
り
0
5
回
即
日
問
。
吉
田

（上）

五。

「
朕
の

a
o
S
E
E
B
に
害
し
た
、

4
〈
包
江
川

wng
と
呼
ば
れ
る
土
地
を
・
・
・
・
・
・
そ
の
土
地
に
附
属
す
る
一
切
と
と
も
に

z
g
H
S
I
S
M－切
O目
的
修
道
院
に
）
贈
与
せ
ん
こ
と
を
・
・
・
・
」

1X 

（

ωmw
山口仲

l

’

う
〕
場
所

2
2
5）
を
、

そ
の
場
所
に
教
会
堂
が
建
立
さ
れ
る
故
を
も
っ
て
、

そ
の
名
を
回
尚
昆
円
四
釦
問
。
ロ
〔
と
云

上
記
教
会
（
Z
O
R
O
1
0回
目
巾
円
開
Z
B℃
g
）
に
永
遠
に
所

同

g
g目
指
印
に
近
く
、

X 

「
乙
の
時
に
い
た
る
ま
で
朕
の
色

O
B
E
E
S
の
う
ち
に
保
有
さ
れ
て
い
た
、

有
す
べ
く
・
・
・
・
寄
進
す
る
よ
う
〔
請
願
を
受
け
た
U
。

よ
っ
て
朕
及
び
王
子

v
g
a
c
i
n
c印
は
、

彼
等
の
正
し
い
請
願
に
動
か
さ
れ
て
、

上
記
指
名
の
場
所
を
す
べ
て
の
住
民
（

R
g】
即
）
と
と
も
に
、

換
言
す
れ
ば
、

そ
の
土
地
に
負
う
一
切
の
〔
義
務
U

と、

ハ
そ
の
土
地
の
U

。
。
ロ
印
口
市
吉
弘
吉

g
と
と
も
に
、
・
・
・
・
寄
進
す
る
。

而
し
て
朕
の
後
継
者
、

が
如
、
き
事
を
何
た
り
と
も
、
敢
て
な
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
・
・
・
・
」

或
は
朕
の

g
z
u
gユ曲目白白
の
何
人
も
、

朕
の
慈
悲
に
も
と
る

XI 

「
vmmRZ臼（
F
o－B
）
河
の
、

当
該
修
道
院
（

ω巴
ロ
マ
∞

S
o
x－
師
号

1vaE）
か
ら
、

。卵白
R
Z
B
Z
o
J
1
Z岡田（｛
u
y
b
件。
mwg
ロ
四
ロ
同
）
に

近
い
朕
の
住
居
（
宮
殿
）
に
い
た
る
流
れ
に
お
い
て
朕
が
徴
収
し
て
い
た
一
切
の
権
利
（
E
m）
と
一
切
の
収
入
を
〔
当
該
修
道
院
に
υ
寄
進
す

る
。
・
・
・
・
更
に
立
古
田
昨
日
0

に
必
要
な
、

vo－2
河
に
近
い
他
の
三
巴
ωロ
巴
を
、
彼
等
に
与
え
る
・
・
・
・
」

之
等
を
通
看
し
て
、
以
上
十
一
例
を
、
幾
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
使
用
目
的
を
明
記

し
た
場
合
が
あ
る
（

E
、
修
道
院
建
立
敷
地
。

v、
修
道
士
の
住
居
。

x、
教
会
堂
建
立
敷
地
。

耳
、
漁
携
権
行
使
の
た
め
）
。
第
二
に
、
諸

そ
の
た
め
必
要
な
最
少
限
度
の
土
地
を
設
定
し
た
か
に
見
え
る
場
合
が
あ
る
（

E
、

g
5
5
E号
と

Z
R
t
o
の
一
定
部
分
の
譲
渡
。
町
、
宮
田
切
符
何
回
の
譲
渡
？
。
班
、

g
g
g
z
e
の
譲
渡
、

i
。－

S
E
w
s－Z
の
禁

権
利
そ
の
も
の
を
分
割
譲
渡
す
る
目
的
が
主
で
、

止
或
は
譲
渡

o
Z岳
山
宮
白
及
び
彼
等
に
対
す
る

8
5
5
Z品
。
・
市
場
権
の
譲
渡
。
河
水
権
の
分
割
譲
渡
。

x、
住
民
、

S
5
5
z
eロ
g

そ
の
他
そ
の
土
地
に
属
す
る
一
切
の
義
務
）
。
第
三
に
、

i
－－
m
の
記
述
様
式
と
ほ
と
ん
ど
区
別
し
得
ぬ
も
の
が
あ
る
（

E
）
。
而
し
て
最
後
に
、

雑
多
な
諸
権
利
と
単
に
併
列
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
（

I
・
百
・
唖
）
。

或
は
そ
の
内
で
第
二
の
場
合
が
こ
の
段
階
で
は
最
も
一
般
化
さ
れ
た
典



型
的
な
ケ
l
ス
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
祖
像
さ
れ
る
。

尚
之
等
の
グ
ル
ー
プ
を
通
じ
て

g
ロ
2
2
E
o
が
土
地
叉
は
そ
の
土
地
に
属
す
る
住
民
に
課
す
る
雑
収
入
以
外
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
例

は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
他
主
回
目
白
の
場
合
に
見
ら
れ
た
］

5
5
E
も

is『
広
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、

8
ロ印

5
（班、

i
－
H

を
参
照
）
、
件
。
－
2
2
B
（
町
）
河
水
権
又
は
立
印
g
t
o
（W
H
・
M
－
E
）
等
は
、
そ
の
背
後
に
広
大
な
ひ
ろ
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
特
性

あ
る
点
に
も
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。

は
恐
ら
く
は
之
等
が
、
本
来
的
に
そ
の
対
象
が
も
っ
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
号
o－Z
広
肉
色
目
。
ロ
印
の
解
体
の
結
果
で

王
の
土
地
所
有
は
、
文
書
か
ら
立
証
せ
ん
と
す
る
限
り
、
余
り
に
も
小
さ
く
、

E
諸
権
利
と
分
ち
が
た
く
錯
合
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
之
等

城
（

S由
同

E
F

は
王
全
体
の
所
有
に
比
し
て
、
極
め
て
小
部
分
を
形
成
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
叉
上
掲
の
諸
文
書
の
随
所
に
あ
ら
わ
れ
た
如
く
、

S
印
件
。
ロ
ロ
ロ
ひ
宮
殿
（
S
B
O
B－
宮

E
F
色。
B
z
b
果
樹
園
又
は
葡
萄
民
、
風
（
水
）
車
（
B
o
z
E吉
田
）
の
若
干

近
郊
に
、

の
所
有
が
見
出
さ
れ
る
一
方
、
森
林

2
2
B
E
g－白山
7
主
的
色
苫
白
）
及
び
教
会
・
修
道
院
の
大
所
有
が
存
し
た
。

か
ら
も
開
E
B
M
M
g

叉
之
等
の
文
書
の
み

一
大
土
地
所
有
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
し
得
る
（
H
・
刊
－

X
）
。
而
し
之
等
は
、
そ
の
全
規
模
に
お
い
て
復

原
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
最
少
限
度
に
結
論
し
得
る
こ
と
は
、
第
三
者
の
土
地
の
上
に
設
定
さ
れ
た
王
の
諸
権
利
が
相
当
数
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
で
あ
り
、
叉
そ
れ
等
が
、
そ
の
所
属
の
如
何
を
間
わ
ず
、
何
等
か
の
形
で
土
地
と
結
合
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
以
下
そ
の
観
点
か
ら
、
諸
権
利
と
、
そ
れ
に
よ
る
支
配
と
を
追
究
し
た
い
と
思
う
。

註
1
、
司
円
o
z
”ロ
O
H
l
u内
HHHW
℃・

5
F
ω
O
H
O叶
ω－

n
u
F
Z
O宅
言
但

p

－yH
N♂

ロ
O
N
印・

ω包
ロ
？
の
2
5曲目ロ
lgFao
に
対
す
る
も
の
。
詳
述
な
し
。

2
、
H
M
g
F
ロ
o
F
M一
門
〈
ア
℃
－

S
N
H
S
W
出

0

5
討
・
王
が
寄
進
し
た
も

の
に
加
え
て
、
騎
士
『
問
。
－
E
5
5
の
そ
れ
ゐ
り
。

A
D
Z
o
a
z

初
期
カ
ベ

l
王
朝
の
り
0
5包
ロ
白
河

D
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、
そ
の
一
部
叉
は
そ
の
使
用
権
の
み
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
之

等
が
、
採
伐
権
や
放
牧
彬
に
対
し
て
も
、
叉
新
規
閲
墾
に
対
し
て
も
無

限
の
可
能
性
を
有
す
る
は
一
日
を
ま
た
な
い
。
教
会
譲
渡
は
私
見
に
よ
れ

ば
、
〈
ロ
E
解
体
の
過
程
を
た
ど
る
一
標
識
た
り
得
ょ
う
が
、
此
処
で

は
ふ
れ
な
い
（
典
型
的
に
は
、

i
－
E
）。
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Sur le Domaine Royal 

sous Jes Premiers Capetiens 

--Le domaine Ia·ique sous le regne de 

Philippe 1•r-C I ) 
Par H. Mori 

<{La determination exacte de ce domaine (royal), A. Luchaire 

a ecrit, durant la periode anterieure au XIII" siecle est une des 

taches les plus difficiles que puisse s'imposer l'historien)>. Quand 

W. M. Newman a considere le domaine royal, surtout le domaine 

laique sous les premiers Capetiens (987~1180) comme 1' <{ensem

ble des droits)>, cette definition se rend opposant aux historiens 

qui n'ont jamais doute la territorialite du <{domaine)>. Mettant 

en vue les nouvelles notions territoriales, la seigneurie banale 

et la <{consuetudo)>, proposees recemment par Ch. -Ed. Perrin, 

J. -F. Lemarignier etc., comment devons-nous comprendre le 

caracEre principal du domaine royal? 

Dans les chartes de Philippe I"', le mot correspondant au 

domaine n'existe que le <{dominium~. Malgre que ce mot n'a ete 

utilise qu'au sens de la propriete fonciere, les villae ou les terres 

royales ici mentionnees sont si rares et si morcelees, que nous 

ne pouvons pas figurer leur visage concret. Le domaine royal 

done n'est pas detemine par un territoire purement fancier. Nous 

rechercherons son organisation et son admimistration, en 

analysant les droits attaches encore etroitement a la terre dans 

la seconde moitie du XI• siecle. 

(A suivre). 
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